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一

中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
に
よ
る
信
用
協
同
組
合
及
び
信
用
協
同
組
合
連
合
会
の
事
業
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
五
年
大
蔵
省
令
第
九
号
）

改

正

案

現

行

（
信
用
事
業
等
に
関
す
る
苦
情
処
理
措
置
及
び
紛
争
解
決
措
置
）

（
信
用
事
業
等
に
関
す
る
苦
情
処
理
措
置
及
び
紛
争
解
決
措
置
）

第
三
条

法
第
九
条
の
九
の
三
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
苦
情
処
理
措
置
と
し

第
三
条

法
第
九
条
の
九
の
三
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
苦
情
処
理
措
置
と
し

て
主
務
省
令
で
定
め
る
措
置
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
と
す
る
。

て
主
務
省
令
で
定
め
る
措
置
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

法
第
六
十
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
（
そ
の
紛
争
解
決
等
業
務

四

法
第
六
十
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
（
そ
の
紛
争
解
決
等
業
務

の
種
別
（
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
紛
争
解
決
等
業
務
の
種
別
を
い
う
。
）

の
種
別
（
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
紛
争
解
決
等
業
務
の
種
別
を
い
う
。
）

が
同
条
第
六
項
第
六
号
に
規
定
す
る
特
定
共
済
事
業
等
で
あ
る
も
の
に
限
る

が
同
条
第
六
項
第
五
号
に
規
定
す
る
特
定
火
災
共
済
事
業
等
又
は
同
項
第
六

。
次
項
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
令
第
二
十
八
条
の
二
各
号
に
掲
げ

号
に
規
定
す
る
特
定
共
済
事
業
等
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
次
項
第
四
号
に
お

る
指
定
を
受
け
た
者
が
実
施
す
る
苦
情
を
処
理
す
る
手
続
に
よ
り
信
用
事
業

い
て
同
じ
。
）
又
は
令
第
二
十
八
条
の
二
各
号
に
掲
げ
る
指
定
を
受
け
た
者

等
関
連
苦
情
の
処
理
を
図
る
こ
と
。

が
実
施
す
る
苦
情
を
処
理
す
る
手
続
に
よ
り
信
用
事
業
等
関
連
苦
情
の
処
理

を
図
る
こ
と
。

五

（
略
）

五

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）
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二

金
融
庁
等
の
職
員
が
検
査
の
際
に
携
帯
す
べ
き
身
分
証
明
書
等
の
様
式
を
定
め
る
内
閣
府
令
（
平
成
四
年
大
蔵
省
令
第
六
十
九
号
）

改

正

案

現

行

１

次
の
各
号
に
掲
げ
る
法
令
の
規
定
に
よ
り
、
検
査
の
際
に
金
融
庁
又
は
財
務

１

次
の
各
号
に
掲
げ
る
法
令
の
規
定
に
よ
り
、
検
査
の
際
に
金
融
庁
又
は
財
務

局
若
し
く
は
財
務
支
局
の
職
員
が
携
帯
す
べ
き
そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
又
は

局
若
し
く
は
財
務
支
局
の
職
員
が
携
帯
す
べ
き
そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
又
は

証
票
は
、
別
紙
様
式
一
に
よ
る
。
た
だ
し
、
金
融
商
品
取
引
法
（
昭
和
二
十
三

証
票
は
、
別
紙
様
式
一
に
よ
る
。
た
だ
し
、
金
融
商
品
取
引
法
（
昭
和
二
十
三

年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
二
十
六
条
（
同
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る

年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
二
十
六
条
（
同
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
七
条
の
二
十
二
第
一
項
（
同
法
第
二
十
七
条
の
二

場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
七
条
の
二
十
二
第
一
項
（
同
法
第
二
十
七
条
の
二

十
二
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
項
、
第
二

十
二
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
項
、
第
二

十
七
条
の
三
十
第
一
項
、
第
二
十
七
条
の
三
十
五
、
第
百
八
十
五
条
の
五
並
び

十
七
条
の
三
十
第
一
項
、
第
二
十
七
条
の
三
十
五
、
第
百
八
十
五
条
の
五
並
び

に
第
百
八
十
七
条
第
四
号
の
規
定
に
基
づ
く
検
査
並
び
に
同
法
第
百
九
十
四
条

に
第
百
八
十
七
条
第
四
号
の
規
定
に
基
づ
く
検
査
並
び
に
同
法
第
百
九
十
四
条

の
七
第
二
項
及
び
第
三
項
、
預
金
保
険
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
三
十
四
号

の
七
第
二
項
及
び
第
三
項
、
預
金
保
険
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
三
十
四
号

）
第
百
三
十
九
条
第
二
項
並
び
に
犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
法

）
第
百
三
十
九
条
第
二
項
並
び
に
犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
法

律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
二
十
二
号
）
第
二
十
一
条
第
六
項
及
び
第
七
項
の
規

律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
二
十
二
号
）
第
二
十
一
条
第
六
項
及
び
第
七
項
の
規

定
に
よ
り
証
券
取
引
等
監
視
委
員
会
に
委
任
さ
れ
た
検
査
に
つ
い
て
は
、
こ
の

定
に
よ
り
証
券
取
引
等
監
視
委
員
会
に
委
任
さ
れ
た
検
査
に
つ
い
て
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。

限
り
で
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

保
険
業
法
（
平
成
七
年
法
律
第
百
五
号
）
第
三
百
十
一
条
第
一
項
（
農
業

三

保
険
業
法
（
平
成
七
年
法
律
第
百
五
号
）
第
三
百
十
一
条
第
一
項
（
農
業

協
同
組
合
法
第
九
十
二
条
の
九
第
一
項
、
水
産
業
協
同
組
合
法
第
百
二
十
一

協
同
組
合
法
第
九
十
二
条
の
九
第
一
項
、
水
産
業
協
同
組
合
法
第
百
二
十
一

条
の
九
第
一
項
、
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
第
九
条
の
七
の
五
第
一
項
及
び

条
の
九
第
一
項
、
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
第
九
条
の
七
の
五
第
一
項
並
び

第
六
十
九
条
の
四
並
び
に
保
険
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十

に
第
六
十
九
条
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
保
険
業
法
等
の
一
部
を
改

七
年
法
律
第
三
十
八
号
）
附
則
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

正
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
三
十
八
号
）
附
則
第
三
十
三
条
の
三
に
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を
含
む
。
）

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

四
～
三
十
五

（
略
）

四
～
三
十
五

（
略
）
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三

金
融
庁
組
織
規
則
（
平
成
十
年
総
理
府
令
第
八
十
一
号
）

改

正

案

現

行

（
調
査
室
等
及
び
企
画
官
等
）

（
調
査
室
等
及
び
企
画
官
等
）

第
四
条

（
略
）

第
四
条

（
略
）

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）

６

保
険
企
画
室
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

６

保
険
企
画
室
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

船
主
相
互
保
険
組
合
に
関
す
る
制
度
の
企
画
及
び
立
案
に
関
す
る
こ
と
。

二

船
主
相
互
保
険
組
合
並
び
に
火
災
共
済
協
同
組
合
及
び
中
小
企
業
等
協
同

組
合
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
一
号
）
第
九
条
の
九
第
一
項
第
三

号
の
事
業
を
行
う
協
同
組
合
連
合
会
に
関
す
る
制
度
の
企
画
及
び
立
案
に
関

す
る
こ
と
。

三

（
略
）

三

（
略
）

７
～

（
略
）

７
～

（
略
）

10

10

（
監
督
調
査
室
等
及
び
監
督
企
画
官
等
）

（
監
督
調
査
室
等
及
び
監
督
企
画
官
等
）

第
八
条

（
略
）

第
八
条

（
略
）

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）

６

協
同
組
織
金
融
室
は
、
総
務
課
の
所
掌
事
務
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
者
の
監
督

６

協
同
組
織
金
融
室
は
、
総
務
課
の
所
掌
事
務
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
者
の
監
督

に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

信
用
金
庫
、
信
用
金
庫
連
合
会
、
労
働
金
庫
、
労
働
金
庫
連
合
会
、
信
用

一

信
用
金
庫
、
信
用
金
庫
連
合
会
、
労
働
金
庫
、
労
働
金
庫
連
合
会
、
信
用

協
同
組
合
及
び
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十

協
同
組
合
及
び
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
第
九
条
の
九
第
一
項
第
一
号
の
事
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一
号
）
第
九
条
の
九
第
一
項
第
一
号
の
事
業
を
行
う
協
同
組
合
連
合
会

業
を
行
う
協
同
組
合
連
合
会

二
～
五

（
略
）

二
～
五

（
略
）

７
～

（
略
）

７
～

（
略
）

15

15

（
損
害
保
険
・
少
額
短
期
保
険
監
督
室
及
び
統
括
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
管
理
官
等
）

（
損
害
保
険
・
少
額
短
期
保
険
監
督
室
及
び
統
括
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
管
理
官
等
）

第
十
条

（
略
）

第
十
条

（
略
）

２

損
害
保
険
・
少
額
短
期
保
険
監
督
室
は
、
保
険
課
の
所
掌
事
務
の
う
ち
次
に

２

損
害
保
険
・
少
額
短
期
保
険
監
督
室
は
、
保
険
課
の
所
掌
事
務
の
う
ち
次
に

掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

次
に
掲
げ
る
者
の
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

一

次
に
掲
げ
る
者
の
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

イ
～
ハ
（
略
）

イ
～
ハ
（
略
）

（
削
る
）

ニ

火
災
共
済
協
同
組
合
及
び
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
第
九
条
の
九
第
一

項
第
三
号
の
事
業
を
行
う
協
同
組
合
連
合
会

ニ

損
害
保
険
代
理
店
、
少
額
短
期
保
険
募
集
人
及
び
保
険
仲
立
人
（
保
険

ホ

損
害
保
険
代
理
店
、
少
額
短
期
保
険
募
集
人
及
び
保
険
仲
立
人
（
保
険

業
法
施
行
規
則
（
平
成
八
年
大
蔵
省
令
第
五
号
）
第
二
百
二
十
八
条
各
号

業
法
施
行
規
則
（
平
成
八
年
大
蔵
省
令
第
五
号
）
第
二
百
二
十
八
条
各
号

に
掲
げ
る
保
険
契
約
及
び
少
額
短
期
保
険
業
者
が
保
険
者
と
な
る
保
険
契

に
掲
げ
る
保
険
契
約
及
び
少
額
短
期
保
険
業
者
が
保
険
者
と
な
る
保
険
契

約
に
係
る
保
険
募
集
に
限
る
。
）

約
に
係
る
保
険
募
集
に
限
る
。
）

ホ

自
動
車
損
害
賠
償
保
障
法
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
九
十
七
号
）
第
二
十

ヘ

自
動
車
損
害
賠
償
保
障
法
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
九
十
七
号
）
第
二
十

三
条
の
五
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
紛
争
処
理
機
関

三
条
の
五
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
紛
争
処
理
機
関

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）

５

保
険
計
理
官
は
、
命
を
受
け
て
、
次
に
掲
げ
る
事
務
に
従
事
す
る
。

５

保
険
計
理
官
は
、
命
を
受
け
て
、
次
に
掲
げ
る
事
務
に
従
事
す
る
。

一

次
に
掲
げ
る
者
の
監
督
の
う
ち
保
険
の
計
理
に
関
す
る
こ
と
。

一

次
に
掲
げ
る
者
の
監
督
の
う
ち
保
険
の
計
理
に
関
す
る
こ
と
。

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）
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（
削
る
）

ハ

火
災
共
済
協
同
組
合
及
び
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
第
九
条
の
九
第
一

項
第
三
号
の
事
業
を
行
う
協
同
組
合
連
合
会

二

（
略
）

二

（
略
）

６
・
７

（
略
）

６
・
７

（
略
）


